
児
童
買
春
、
児
童
ポ
ル
ノ
に
係
る
行
為
等
の
処
罰
及
び
児
童
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施

行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
理
に
関
す
る
政
令
要
綱

第
一

児
童
福
祉
法
施
行
令
等
の
一
部
改
正

児
童
買
春
、
児
童
ポ
ル
ノ
に
係
る
行
為
等
の
処
罰
及
び
児
童
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行

に
伴
い
、
関
係
政
令
の
規
定
の
整
理
を
行
う
。

第
二

施
行
期
日

こ
の
政
令
は
、
児
童
買
春
、
児
童
ポ
ル
ノ
に
係
る
行
為
等
の
処
罰
及
び
児
童
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
す
る
。


